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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
リ
ハ
ビ
リ
打
ち
切
り
規
定
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
二
月
六
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
一
号
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係

る
平
成
十
八
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
診
療
報
酬
改
定
結
果
検
証
部
会
に

お
い
て
、
医
療
保
険
の
給
付
対
象
で
あ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
以
下
「
医
療
リ
ハ
ビ
リ
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
て
い

る
保
険
医
療
機
関
、
医
療
リ
ハ
ビ
リ
を
利
用
し
て
い
る
患
者
の
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
し
、
本
年
三
月
に
そ
の
検
証
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
調
査
は
抽
出
調
査
で
あ
り
、
ま
た
、
調
査
項
目
が
お
尋
ね
の
内
容
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ

と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
リ
ハ
ビ
リ
が
打
ち
切
ら
れ
た
方
」
等
の
人
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
当
該
調
査
の
結
果

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
医
療
リ
ハ
ビ
リ
に
つ
い
て
、
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
き
め
細
や
か
に
対
応
す
る
た
め
、

当
該
調
査
及
び
そ
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
答
申
を
経
て
、
本
年
四
月
一
日
に
、
医
療
リ
ハ

ビ
リ
の
算
定
日
数
上
限
が
適
用
さ
れ
な
い
疾
患
の
追
加
、
年
齢
等
の
理
由
に
よ
り
介
護
保
険
の
適
用
対
象
と
な
ら
な
い
患
者

に
対
す
る
医
療
リ
ハ
ビ
リ
の
実
施
機
関
の
拡
大
、
介
護
保
険
に
よ
る
対
応
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
同
保
険
の
適
用
対
象
と

一



な
る
患
者
に
対
す
る
一
定
の
医
療
リ
ハ
ビ
リ
の
実
施
等
を
内
容
と
す
る
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


